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調査報告

芦屋市における療育支援相談の試み

堀 川 諭

要 旨

現在、わが国の教育現場では、発達障害の著増にともなうさまざまな混乱の中にあ り、

その対応に迫 られている。発達障害 という言葉 自体は、昨今、マスコミに取 り上げられ

る機会が増えたため、次第に社会に浸透 しつつあるが、その本態 はなかなか正確に伝わっ

てお らず、発達障害 と診断された子 どもの保護者の多 くが途方に暮れ、大きな不安 とと

もに孤立しているのが現状である。こうした状況を背景に、兵庫県芦屋市では、2010年

8月 から、「療育支援相談」が開設 された。「療育支援相談」 とは、障害を持つ子 どもに

関わる行政機関に、精神科医師、保健師、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士などの

専門職が連携 し、障害に対する理解を深め、情報を共有 して、障害児への支援方針 を決

めるための、いわば関係者連絡会議である。「療育支援相談」が発足 してから2年 度が

経過 したので、この間の相談事例を集計 し、その動向を解析 して、若干の考察を加えた。

キーワー ド:発 達障害、知的障害、療育支援相談、芦屋市

1.は じ め に

兵庫県芦屋市では、2010年7月 に、芦屋市保健福祉センターが設立された。同センター

の設立にともなって、「障がい児機能訓練事業」が開設 されたが、同事業の円滑な展開

を図るために、2010年8月 から 「療育支援相談」が設け られることになった。

「療育支援相談」 とは、当該事業関係者が、機能訓練を希望する子 どもに対 して、正

しい理解 を深め、療育支援方針 を共有するために、障害を持つ子どもに関わる行政機関

に、精神科医師、保健師、作業療法士 ・言語聴覚士などの機能訓練士、臨床心理士など

の関連専門職を加えて開催される、いわば関係者連絡会議である。

わが国の教育現場では、現在、発達障害の著増に伴 うさまざまな混乱に直面 している。
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芦屋市の 「療育支援相談」は、こうした傾向に対 して、さまざまな関連職種の者が連携

して取 り組 もうとする、きわめて意欲的な試み といえる。

筆者は、精神科医師として、発足当初 より 「療育支援相談」に参加 してきた。療育支

援相談が始 まってから2年 度が経過 したので、今回、2010年 度および2011年 度の相談事

例 を集計 し、その動向を分析 し、あわせて代表的な事例を紹介するとともに、若干の考

察を加えた。

2.芦 屋市の概要

兵庫県芦屋市は、阪神 間に位置し、南は大阪湾に面 し、北には六甲山系が連なり、JR、

阪急電車、阪神電車の主要3線 が中心部を走 る住宅都市であり、以前より富裕層の住む

地域として全国的に知 られている。

面積 は18.57平 方 キロメー トル(表1)、2012年5月1日 現在 の推計人口(表2)は 、

男42,997人 、女51,330人 、総数は94,307人 で、世帯数は40,680で ある。

市内には、市立保育所が6、 私立認可保育所が6、 市立幼稚園が9、 私立幼稚園が4、

市立小学校が8、 市立中学校が3、 私立中学校が2、 兵庫県立特別支援学校が1あ る(表

3、 表4)。

表1芦 屋市の面積 表2芦 屋市推計人口

芦屋市の面積

(都市計画区域面積)
18.57平 方 キ ロ メー トル

総数 94,307

男 42,977

女 51,330

世帯数 40,680

(2012年5月1日 現在)

表3芦 屋市立の学校等

中学校 3

小学校 8

幼稚園 9

保育所 6

合計 26

県立学校 4

私立大学 ・学校園 8

私立認可保育園 6

表4そ の他学校等

← 芦屋特別支援学校を含む

← 私立大学 1

私立短大 1

私立高校 ・中学校 2

私立幼稚園 4

合計 8
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3.療 育支 援 相談 の概 要

「療育支援相談」の行われている芦屋市保健福祉センターは、芦屋市民の福祉の向上

および健康の保持増進ならびに歯科医療事業の充実を図るとともに、地域福祉活動 を推

進するために、2010年7月20日 、芦屋市呉川町14番9号 に設立された。

保健福祉セ ンターは、福祉センター、保健センター、歯科センターの3つ の施設から

構成されている。

保健福祉セ ンターの主な事業は、相談事業、情報発信機能、保健 ・リハビリテーショ

ン機能、活動拠点機能、文化 ・交流機能、子育て支援機能、就労支援機能、介護サービ

ス機能の8つ である。

「芦屋市障がい児機能訓練事業」(表5)は 、保健福祉センター内の保健センターに

おける事業であ り、「療育支援相談」は、当該事業の中で、障害児や発達上何 らかの心

配のある児童などに対 して、早期に適切な指導を行うとともに、療育に関わる支援 を行

うことで、その障害の軽減を図ることを目的 としている。

「療育支援相談」の概要は以下の通 りである。

1)事 業内容

①発達に係る検査お よび評価。

②生活に関する相談ならびに福祉、療育および訓練などに関する情報の提供。

③療育指導のあ り方の検討。

2)事 業の実施に当たる者

①医師または保健師。

②臨床心理士 または作業療法士(OT)・ 言語聴覚士(ST)な どの機能訓練士。

③芦屋市障害者相談支援事業所職員。

④芦屋市教育委員会関係者。

⑤芦屋市福祉事務所関係者。

3)事 業の対象者

市内在住の児童で、市の健診事業、児童相談所、病院その他の関係機関において、

経過観察ならびに集団での活動体験および訓練が必要であると認められる児童およ

びその保護者 とする。

一241一



大手前大学論集 第13号(2012)

4)事 業の実施場所

事業の実施場所 は、保健福祉セ ンターおよび市長の指定する場所 とする。

表5 「障がい児機能訓練事業」の流れ

1相 談受付

相談受付[麺 コ
・障がい者相談支援事業所 ・相談受付
・保健センター ・初回相談日程の調整
・障害福祉課

※障害福祉課の場合は,就学前児は保健センター,就学後児は障がい者相談支援事業所と調整

12初 回相談
.

▽

男 ＼
相談実施 記録作成 作成書類魎
・障がい者相談支援事業所 ・生育歴・生活状況の確認 相談実施者
・保健センター(担当保健師)・ 主訴の聞き取り

叉

事前調査票

で
障害福祉課ヘ ノ

4医 師面接 (奇数月最終週水曜 日14:00～16:003～4人 福祉センター訓練室)

塵][実 施内容]1面 接結果作成者1
・医師 ・面接所見 医師

・訓練の要否判断及びオーダー
・面接当日は障害福祉課同席 ・訓練評価
・ケースに応じて,障がい者相談員,保健セン ・訓練プログラムの修正
ター保健師,地域福祉課保健師,訓練士同席
面接予約方5
①訓練実施者のうち,評価時期対象の児を訓練士と障害福祉課で調整
②新規訓練希望者は初回面談者が障害福祉課へ連絡し調整 訓練「要」と判断された場合,訓
③面接予定者決定後 障害福祉課より本人へ連絡 練申込み申請書を,障害福祉課
④訓練士,初回面談者へ障害福祉課より面接日程の連絡 より保護者に渡す。

作成書類
医師面接
結果

障害福祉課へ

5訓 練士面接 訓練利用料には盒趨 。 訓練終了 6療 育支援相談へ 訓練継続 7機 能訓練の実施へ

訓練士面接による評価等

一'7=_コ[麺 到1評 価結果作成者1
・PT(芦屋市障がい児・者福祉会〉 ・身体機能の評価 各訓練士
・OT・ 手先・作業機能の評価

'ST・ 言語発達の評価

◎OTとSTは 同時面接による ・医師面接結果に基づいた訓練の導入
・ケースに応じて ,障害者相談員,保 健センター

保健師,地 域福祉課保健師同席

訓練士面接予約時流 訓練士が保護者より訓練申込み
n回 面言;百 祉課へ連絡 申請書を受け取り,障害福祉課

②障害福祉課がOT・STに 日程を問い合わせ,初 回面談者が対象者と調整1

作成書類

※面接までに,障害福
祉課より送付

訓練士評価
結果

↓
障害福祉課へ

i決裁終了後決定通知書を障害福祉課より保護者へ送付1
(提出後10日 を目途に送付)

團
・保健センター保健師

・相談支援相談員
・訓練士(PT ,OT,ST)
・教育委員会

(学校教育課 特別支援教育センター)
・こども課(保 育所担当 ,児童デイ担当)
・精神科医師

・地域福祉課保健師

・障害福祉課

IFSIWWC=7
・初回希望者の情報共有

・訓練実施者の情報共有,支 援方針の検討

当日必要書類

1当 日レジメ

1事 前調査票
補足資料

一

F

一

※当日までに,障 害福
祉課より送付又は当
日配布

作成書類
会議録

※障害福祉課が作成
し,次回配布

17機 能訓練の実施1 訓練利用料発生

_E
・PT(芦屋市障がい児・者福祉会〉

・OT

・ST
・ケースに応じて ,障害者相談員,保 健センター
保健師,地 域福祉課保健師同席

翻
・各種機能訓練
・日常生活上の助言

1訓練結果票作成者
各訓練実施訓練士

作成書類

訓練実施
結果

障害福祉課へ

訓練6ヶ月を経過 4医 師面接へ 一 一 一 一レ 4医 師の指示等必要に応じ,3発 達検査へ
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5)事 業の開催

事業は、月1回 程度開催するものとし、必要に応 じて、随時開催するものとする。

4.療 育支援相談統計(2010年 度および2011年 度)

1)療 育支援二相談開催 日と参加者内訳(表6・ 表7)

療育支援相談 は、原則 として、第2金 曜 日の13:30～15:30に 、芦屋市保健福祉

センター内会議室で開催 された。

参加者は、障害福祉課担当者、 こども課保育所担当者、健康課保健師、学校教育

課特別支援教育担当者および特別支援教育セ ンター長(芦 屋市教員委員会)、 障害

者相談支援事業所相談員、作業療法士および言語聴覚士(芦 屋市障がい児機能訓練

事業訓練士)、 精神科 医師(大 手前大学 ・筆者)で スター トし、2011年 度か らは、

新たに地域福祉課保健師が加わった。

2010年 度は2010年8月 か ら翌3月 までに8回 、2011年 度は2011年4月 か ら翌3月

表62010年 度 療育支援相談開催日と参加者内訳

回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回

開催日 8/13 9/10 10/29 11/12 12/10 1/14 2/18 3/11

参加者 13 8 7 9 9 11 13 10

障害福祉課 3 1 1 2 z 3 3 3

こども課 1 0 1 0 0 0 1 0

健康課保健師 3 2 0 2 1 z z 2

学校教育課 1 0 i 1 1 1 1

特 別支援教育センター 0 0 0 0 0 1 0

相談支援事業所相談員 2 2 i z z 1

作業療法士 1 1 1 1 1 1

言語聴覚士 1 1 1 1 1 1

精神科医師 1 1 1 1 1 1

表72011年 度 療育支援相談開催日と参加者内訳

回数 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回 17回 18回 19回 20回

開催日 4/15 5/13 6/10 7/8 8/12 9/9 10/21 11/11 12/9 1/13 2/10 3/9

参加者 14 15 14 12 13 11 14 13 13 12 13 13

障害福祉課 3 3 3 3 3 2 3 2 z 3 3 3

地域福祉課 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

こども課 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

健康課保健師 z 2 z 2 2 z 2 2 1 1 2 1

学校教育課 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

特 別支援教育センター 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

相談支援事業所相談員 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2

作業療法士 1 1 1

言語聴覚士 1 1 1

精神科医師 1 1 1
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までに12回 開催 された。

療育支援相談は、障害福祉課担当者の司会のもとに進められ、相談事例に応 じて、

そのつど関連性の高い関係者が出席 した。

表6(2010年 度)お よび表7(2011年 度)は 、療育支援相談の開催 日と、各回の

参加者内訳である。1回 あた りの参加者数平均は、2010年 度は10.0名、2011年 度は

13.1名であった。

2)月 別相談者数(表8・ 表9)

2010年10月 か ら、療育支援相談では、新規相談事例に加えて、既相談事例の経過

報告が、必要に応 じて継続相談として取 り上げられるようになった。

表8(2010年 度)お よび表9(2011年 度)は 、月別に、療育支援相談者数を、新

規相談 と継続相談 に分けて示 した結果である。

2010年 度の新規相談者数は23名 で、その うち男児は15名(65.2%)、 女児は8名

(34.8%)で あった。一月あた りの新規相談者数平均は、男児は1.9名、女児は1.0名で、

平均 して毎月2.9名の新規相談があった。

2011年 度の新規相談者数は19名 で、その うち男児は13名(68.4%)、 女児は6名

(31.6%)で あった。一月あた りの新規相談者数平均は、男児は1.1名、女児は0.5名で、

平均 して毎月1.6名 の新規相談があった。

一月あた りの新規相談者数平均を比べてみると、2011年度は2010年 度に比べて1.3

名の減少となった。

新規相談者数は、療育支援相談が始 まった2010年8月 の6名 を除き、毎月1名 ～

3名 で推移 しているが、2011年7月 および同年11月 には新規相談がなかった。

男女別に新規相談者数を比較 してみると、両年度ともに、男児の方が女児よ り約

2倍 多かった。

2010年 度の継続相談者数は、療育支援相談発足時の2010年8月 、9月 を除けば、

2010年 度は10名 で、そのうち男児は4名(40.0%)、 女児は6名(60.0%)で あった。

一月あた りの継続相談者数平均は、男児が0.5名、女児が0.8名で、平均 して毎月1.3

名の継続相談があった。

2011年 度の継続相談者数は22名 で、その うち男児は15名(68.2%)、 女児が7名

(31.8%)で あった。一月あた りの継続相談者数平均は、男児が1.3名、女児が0.6名で、

平均 して毎月1.8名の継続相談があった。

一月あた りの継続相談者数平均 を比べてみると、2011年 度は2010年 度よ りも0.5

名増加 した。

男女別に継続相談者数を比較 してみると、2010年 度では女児の方が男児よりも0.3
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表82010年 度 月別療育支援相談者数

月

新規相談 継続相談

総計男 女 計 男 女 計

2010年8月 3 3 6 0 0 0 6

9月 1 2 3 0 0 0 3

10月 2 1 3 1 2 3 6

11月 1 1 2 0 2 2 4

12月 2 0 2 0 1 1 3

2011年1月 2 0 2 0 1 1 3

2月 1 1 2 2 0 2 4

3月 3 0 3 1 0 1 4

計(%) 15(65.2) 8(34.8) 23 4(40.0) 6(60.0) 10 33

平均 1.9 1.0 2.9 0.5 o.a 1.3 4.1

表92011年 度 月別療育支援相談者数

年月

新規相談 継続相談

総計男 女 計 男 女 計

2011年4月 2 0 2 1 0 1 3

5月 3 0 3 2 0 2 5

6月 0 1 1 1 0 1 2

7月 0 0 0 3 0 3 3

8月 0 2 2 1 0 1 3

9月 2 0 2 1 1 2 4

10月 1 0 1 1 1 2 3

11月 0 0 0 0 2 2 z

12月 2 0 2 0 1 1 3

2012年1月 0 1 1 1 2 3 4

2月 1 1 2 1 0 1 3

3月 2 1 3 3 0 3 6

計(%) 13(68.4) 6(31.6) 19 15(68.2) 7(31.8) 22 41

平均 1.1 0.5 1.6 1.3 0.6 1.8 3.4

名 多 く、2011年 度 で は逆 に 男 児 の方 が 女 児 よ り0.7名 多 か った 。

新 規 相 談 と継 続 相 談 を合 わ せ た 相 談 者 数 総 計 で は 、2010年 度 は 一 月 平 均4.1名 、

2011年 度 は一 月 平 均3.4名 で 、2011年 度 の 方 が2010年 度 よ り も0.7名 少 な か っ た 。

3)年 齢別新規相談者数 と平均年齢(表10・ 表11・ 表12)

表10(2010年 度)お よび表11(2011年 度)は 、年齢別に一月ごとの新規相談者数
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と そ の 平 均 年 齢 を示 した結 果 で あ る。 また 、 表12は 、2010年 度 と2011年 度 の 新 規 相

談 者 数 と平 均 年 令 を男 女 別 に 比 較 した 結 果 で あ る 。

2010年 度 の 新 規 相 談 者 平 均 年 齢 は、 男 児 は7.2歳(15名)、 女 児 は6.6歳(8名)で 、

平 均 す る と7.0歳 で あ っ た 。

2011年 度 の 新 規 相 談 者 平 均 年 齢 は、 男 児 は5.1歳(13名)、 女 児 は6.2歳(6名)で 、

平 均 す る と5.6歳 で あ っ た 。

新 規 相 談 者 平 均 年 齢 を比 較 して み る と、2011年 度 は2010年 度 よ り も1.4歳 低 くか っ

た。 ま た、 男 女 別 で も、 男 児 で は2.1歳 、 女 児 で は0.4歳 、2011年 度 の 方 が2010年 度

よ り も低 か っ た。

2010年 度 で は 、6歳 児 お よ び7歳 児 の 相 談 が そ れ ぞ れ4名(各17.4%)で も っ と

表102010年 度 年齢別新規相談者数と平均年齢

年齢

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計(%)男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2歳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(4.3)

3歳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(4.3)

4歳 1 0 0 0 i 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3(13.0)

5歳 0 0 0 1 i 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3(13.0)

6歳 0 1 0 0 0 i 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4(17.4)

7歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4(17.4)

8歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

9歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(4.3)

10歳 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3(13.0)

11歳 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3(13.0)

12歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o)

13歳 一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o)

計 3 3 1 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 1 3 0 23

平均年齢 6.7 5.0 100 4.0 4.5 6.0 6.0 〉〉.o 10.5 一 7.0 一 5.0 7.0 8.0 一 7.0

表112011年 度 年齢別新規相談者数と平均年齢

年齢

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計(%)男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.0)

3歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 1 1 3(15.8)

4歳 i 0 2 0 0 i 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6(31.6)

5歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5.3)

6歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2(10.5)

7歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3(15.8)

8歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2(10.5)

9歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

10歳 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5.3)

11歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oco.o>

12歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.0)

13歳 一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5.3)

計 z 0 3 0 0 1 0 0 0 2 z 0 1 0 0 0 z 0 0 1 1 1 2 1 19

平均年齢 6.0 一 6.0 一 一 4.0 一 一 一 9.0 6.5 一 4.0 一 一 一 5.0 一 一 8.0 4.0 7.0 4.5 3.0 5.6
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表12新 規相談者数と平均年齢

年度

新規相談者数 平均年齢

男(%) 女(%) 計 男 女 計

2010年 度 15(65.2) 8(34.8) 23 7.2 6.6 7.0

2011年 度 13(68.4) 6(31.6) 19 5.1 6.2 5.6

も多 く、 次 い で4歳 児 、5歳 児 、10歳 児 、11歳 児 が そ れ ぞ れ3名(各13.0%)、2

歳 児 、3歳 児 、9歳 児 が そ れ ぞ れ1名(各4.3%)で あ っ た 。 ま た 、8歳 児 、12歳 児 、

お よび13歳 児 以 上 の 新 規 相 談 は な か った 。

2011年 度 で は、4歳 児 の相 談 が6名(31.6%)で もっ と も多 く、 次 い で3歳 児 と

7歳 児 が そ れ ぞ れ3名(各15.8%)、6歳 児 と8歳 児 が そ れ ぞ れ2名(各10.5%)、

5歳 児 、10歳 児 、13歳 児 以 上 が そ れ ぞ れ1名(各5.3%)で あ っ た。 ま た 、2歳 児 、

9歳 児 、11歳 児 、12歳 児 の新 規 相 談 は なか っ た 。

4)新 規 相 談 者 所 属 内 訳(表13・ 表14)

表13(2010年 度)お よ び 表14(2011年 度)は 、 新 規 相 談 者 の 所 属 先 を、 保 育 所 、

幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、所 属 な し、 に分 け て示 した 結 果 で あ る。

2010年 度 の新 規 相 談 者23名 の う ち、 小 学 校 生 が12名(52.2%)で 相 談 者 の 約 半 数

を 占 め て い た。 次 い で、保 育 所 児 が5名(21.8%)、 幼 稚 園 児 が4名(17.4%)で あ っ

た。 ま た 、 保 育 所 ・幼 稚 園 の い ず れ に も属 して い な い 児 が2名(8.7%)で あ っ た 。

中学 生 の 相 談 者 は な か っ た 。

表132010年 度 新規 相 談者所 属 内訳

所属

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計(%)男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

なし 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2(8.7)

保育所 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5(21.8)

幼稚園 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4(17.4)

小学校 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 0 12(52.2)

中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o)

計 3 3 1 2 z 1 1 1 2 0 2 0 1 1 3 0 23

表142011年 度 新規 相 談者所 属 内訳

所属

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計(%)男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0.0)

保育所 1 0 z 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6(31.6)

幼稚園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5(26.3)

小学校 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 z 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7(36.8)

中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(5.3)

計 z 0 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 z 0 0 1 1 1 z 1 19
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2011年 度(19名)で は 、 小 学 生 が7名(36.8%)で も っ と も多 く、 次 い で 、 保 育

所 児 が6名(31.6%)、 幼 稚 園 児 が5名(26.3%)で あ っ た 。 ま た、 保 育 所 ・幼 稚 園

の い ず れ に も属 して い な い児 の 新 規 相 談 は な か っ た 。 な お 、 中 学 生 の相 談 者 が1名

(5.3%)あ った 。

5)新 規相談者来談経路(表15・ 表16)

表15(2010年 度)お よび表16(2011年 度)は 、相談者の来談経路を示した結果で

ある。

2010年 度では、医療機関からの紹介が7名(30.4%)で もっとも多 く、次いで児

童デイサービスセ ンターか らの紹介が4名(17.4%)、 保健 セ ンターか らの紹介、

発達障害者支援 セ ンター等か らの紹介、広報 を見て、がそれぞれ2名(各8.7%)、

保育所か らの紹介が1名(4.4%)で あった。小学校、中学校か らの紹介はなかった。

なお、幼稚園児はすべて児童デイサービスセンターか ら紹介 されていたので、統計

表152010年 度 新規相談者来談経路

紹介元 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計(%)

医療機関 0 0 1 1 0 1 1 3 7(30.4)

保健センター 0 1 0 0 0 1 0 0 2(8.7)

保育所 0 0 1 0 0 0 0 0 1(4.4)

幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

児童デイサービスセンター 4 0 0 0 0 0 0 0 4(17.4)

発達障害者支援センター等 2 0 0 0 0 0 0 0 2(8.7)

広報 0 0 0 1 0 0 1 0 2(8.7)

その他 0 2 1 0 2 0 0 0 5(21.7)

計 6 3 3 2 2 2 2 3 23

表162011年 度 新規相談者来談経路

紹介元 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計(%)

医療機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

保健センター 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2(10.5)

保育所 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5(26.3)

幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

小学校 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3(15.8)

中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o(o.o>

児童デイサービスセンター 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5(26.3)

発達障害者支援センター等 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(10.5)

広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1(5.3)

その他 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1(5.3)

計 2 3 1 0 2 2 1 0 2 1 2 3 19
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上 で は 児 童 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー に 区 分 した 。 また 、そ の 他 が5名(21.7%)あ っ た 。

2011年 度 で は 、 保 育 所 か らの 紹 介 と児 童 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー か らの 紹 介 が そ れ

ぞ れ5名(各26.3%)で も っ と も多 く、 次 い で 小 学 校 か らの 紹 介 が3名(15.8%)、

保 健 セ ン タ ー か ら の 紹 介 と発 達 障 害 者 支 援 セ ン ター 等 か らの 紹 介 が そ れ ぞ れ2名

(各10.5%)、 広 報 を 見 て が1名(5.3%)で あ っ た。 中 学 校 か らの 紹 介 は な か っ た 。

幼 稚 園 児 につ い て は2010年 度 と同 じ く児 童 デ イ サ ー ビス セ ン ター に 区分 した 。 ま た 、

そ の他 が1名(5.3%)あ っ た 。

2010年 度 と2011年 度 を比 べ て み る と、2010年 度 に も っ と も多 か っ た 医 療 機 関 か ら

の 紹 介(7名)は 、2011年 度 で は1名 も なか っ た 。 また 、 両 年 度 と も、 中 学 校 か ら

の 紹 介 は な か っ た 。

6)診 断別新規相談者数(表17)

診断分類に関しては、複数の診断名(主 病名 ・副病名 を問わず)を 有する場合に

は、そのすべての診断名 を集計 した。そのために、診断数の総和は合計人数 と一致

していない。 なお、診断名は主にDSM-IV-TR(「 精神障害の診断と統計の手引き」

第4版 用修正版)に 準拠 した。

表17診 断別新規相談者数

DSM-N分 類

2010年 度 2011年 度

男 女 計(%) 男 女 計(%)

自閉性障害 4 3 7(25.0) 3 1 4(17.4)

アスペルガー 障害 2 1 3(10.7) 0 0 0(0.0)

注意欠陥/多動性障害 3 0 3(10.7) 0 0 0(0.0)

精神遅滞 3 2 5(17.9) 3 1 4(17.4)

高次脳機能障害 0 0 oco.o) 1 0 1(4.4)

ダウン症候群 1 0 1(3.6) 3 1 4(17.4)

その他の染色体異常 0 1 1(3.6) 0 0 oco.o>

脳性麻痺 0 0 oco.o> 1 1 2(8.7)

てんかん 0 0 o(o.o) 1 1 2(8.7)

急性脳症後遺症 0 1 1(3.6) 0 0 oco.o>

脳内出血(左上下肢機能障害) 1 0 1(3.6) 0 0 0(0.0)

脳幹低形成(体幹機能障害) 0 1 1(3.6) 0 0 0(0.0)

音韻障害 2 0 2(7.1) z 0 2(8.7)

その他 2 1 3(10.7) 2 2 4(17.4)

計 18 10 28 15 7 23

注)DSM-N-TR:「 精 神 障害 の診 断と統 計 の手 引き」第4版 用修 正版2000年
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2010年 度 で は 、 自 閉性 障 害 が7名(25.0%)で も っ と も多 く、 次 い で精 神 遅 滞 が

5名(17.9%)、 ア ス ペ ル ガ ー 障 害 と注 意 欠 陥/多 動 性 障 害 が そ れ ぞ れ3名(各

10.7%)、 音 韻 障 害 が2名(7.1%)、 ダ ウ ン症 候 群 、 そ の 他 の 染 色 体 異 常 、 急 性 脳 症

後 遺 症 、 脳 内 出血 、 脳 幹 低 形 成 が そ れ ぞ れ1名(各3.6%)で あ っ た 。

2011年 度 で は 、 自 閉 性 障 害 、 精 神 遅 滞 、 ダ ウ ン 症 候 群 が そ れ ぞ れ4名(各

17.4%)で も っ と も多 く、 次 い で 脳 性 麻 痺 と て ん か ん が そ れ ぞ れ2名(各16.7%)、

高 次 脳 機 能 障 害 が1名(4.4%)で あ った 。

2010年 度 と2011年 度 を比 較 して み る と、2010年 度 で は、 ア ス ペ ル ガ ー 障 害 と注 意

欠 陥/多 動 性 障 害 が 各3名 で あ っ たが 、2011年 度 に は と もに0名 に減 少 した 。 ま た 、

2010年 度 に は1名(3.6%)で あ っ た ダ ウ ン症 候 群 が 、2011年 度 で は4名(17.4%)

に増 加 した 。 同様 に、2010年 度 に は な か っ た脳 性 麻 痺 とて ん か んが 、2011年 度 で は

そ れ ぞ れ2名(各8.7%)に 増 加 した 。

5.事 例

2010年 度および2011年 度に、療育支援相談のために当保健センターを来所 した事例か

ら、代表的なケースと思われる2つ の事例 を紹介する。両例 ともプライバ シーには十分

留意 し、特定されることのないように配慮 を加えた。なお、文中のX年 とは当セ ンター

に初めて来所 した年 を示 し、診断名の後の数字はDSM-N-TRの コー ド番号 を示 している。

1)事 例16歳11ヶ 月。男児。注意欠陥/多 動性障害(314.01)。

【初診時主訴】

注意が持続できず、 じっとしておれない。(陳 述者:母 親)

【家族歴】

一人っ子。父親は単身赴任で、現在 は、母親と父方の祖母の3人 暮 らし。小学

2年 生。精神疾患の遺伝的負因はない。

【既往歴】

右股関節形成不全。

【現病歴】

小学校に入学 した時から、授業中じっと椅子 に座っていることができず、教室

を歩き回っては話 しかける、す ぐに喧嘩になって手が出て しまうなどの多動が

見られたが、1年 生秋の運動会の頃か ら多動が顕著にな り、衝動的な行動で喧

嘩が頻繁に起 こるようになった。ボディイメージの乏 しさや、雑な運動や不注

意から、棒 を振 り回しては友達に怪我をさせた り、本人も壁にぶつかって怪我
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をすることを繰 り返すようにな り、担任から専門家への相談を勧められ、X年

10月、当保健セ ンターを受診 した。

【初診時所見】

相談室に入 って、 自己紹介を促すと 「○○ ××です」とはっきりと答え、初対

面で も緊張 している様子は見 られなかった。母親 と面談中は、ずっと足をぶら

ぶらさせながら椅子に座 り、やがて落ち着 きがなくなって体がそわそわと動 く

ようになり、立ち歩 きが見 られた。 しかし、こちらからの声かけです ぐに椅子

に戻ることがで きたが、 しばらくするとまた椅子から離れ、相談室の端に置か

れた長椅子 に寝転がった り、背 もたれに腰 をかけたりする。右股関節形成不全

の既往があるが、姿勢保持にも不 自然 さは見 られず、その影響は見 られない。

紐 を結んだ り、箸を使 う、紙をきちんと折るといった協調運動は稚拙であった。

書字は、筆圧が弱 く、字は乱れていた。言葉の理解に問題はなかったが、表出

面では、突然話題が変わる、勝手にものを触 るなど、対人 トラブルに結びつ く

ような行動が見 られた。以上の所見か ら、注意欠陥/多 動性障害と診断し、A

病院(精 神科)へ の受診を勧めた。

【治療経過】

同年11月 、A病 院を受診、塩酸 メチルフェニデー ト36mgが 処方された。なお、

新版K式 発達検査では、発達指数97と 平均範囲内の発達が示 された。その後は、

A病 院での診療を続けるとともに、当センターで作業療法を行 うことになった。

塩酸 メチルフェニデー ト36mgを 朝1回 服用することで、学校での トラブルは

激減 した。しか し、夕方になると効果が薄れ、当センターに来る頃(夕 方)に

は注意転導が著 しく、一つの遊具への取 り組み時間は非常に短くなり、約束の

時間まで待つことができず、面談室に押 し入ってきた りすることもあった。当

セ ンターでは、手先の動 きに関する課題 を行 うとともに、SST(SocialSkill

Training社 会適応訓練)を 実施 している。

【考察】

注意欠陥/多 動性障害についての理解を促すことで、家族の不安は著明に改善

した。また、家族 も進んでわが子の障害の特性を学校の保護者たちに話す こと

で、次第に学校生活 も円滑に行 くようにな り、こうした取 り組みの重要性があ

らためて確認された。

2)事 例24歳5ヶ 月。男児。 自閉性障害(299.00)。

【初診時主訴】

視線が合わない。オーム返 しがみられる。外出時にす ぐに何処かへ行ってしま
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う。(陳 述者:母 親)

【家族歴】

日本人の父親と外国人の母親、兄(中 学2年 生)、 姉(小 学5年 生)と の5人

暮 らし。精神疾患の遺伝的負因はない。

【既往歴】

特記すべ きことはない。

【生育 ・生活歴】

出産は正常。首のすわ り(3ヶ 月)、 おすわ り(6ヶ 月)、這い這い(8ヶ 月)、

始歩1年 。4歳 か ら保育所に通所 している。

【初診時所見】

X年10月 、母親に連れられて当保健セ ンターに来院。相談室に入 るなりテレビ

の方に走って行き、 リモコンをいじるなど探索行動が多い。母親との面談を始

めて も、少 しの時間 しか着席で きず、面談室の探索 をす る。視線 を合わせず、

言葉は一方的で、反響言語が 目立つ。簡単な質問にはオーム返 しのフレーズで

答えることはできるが、会話が成立するまでにはいかない。集中が続かず、立

ち歩き、相談室の外に走 り出してはエ レベーターのボタンを押 しに行ったりす

るなど、多動および集中力の欠如 を認める。場面依存 した3語 文程度の指示 を

理解することはで きるが、蛍光灯 を見て 「東芝、東芝」と繰 り返 し、こちらが

「東芝だね」と同調するまで 「東芝、東芝」 と同じ言葉を反復する。面談室の

蛍光灯、パ ソコン、電灯スイッチなど、視覚に入るものに次々と反応して行動

するため、面談室に備わった1つ の遊具で時間をかけて遊ぶことができず、注

意の転導がみられる。パ ソコン、電話、蛍光灯などの電化製品に強い興味を示

し、電化製品の名前をよく覚 えている。電気のスイッチのonとoffを いつまで

も繰 り返 している。また、触 られるのを嫌がるなど感覚過敏 も窺えた。衣服の

着脱は可能で、排泄は自立、保育所の食事は残 さず食べることができている。

聴力に問題はない。家庭では儀式的習慣が見 られるとのことであった。以上の

所見より自閉性障害 と診断し、医学的検査 と発達検査を受けるために、B病 院

(精神科)の 受診 を勧めた。

【治療経過】

同年10月 、B病 院で頭部CT検 査および脳波検査がなされたが、いずれも異常

はなく、発達検査(新 版K式)はDQ53で 、 自閉性障害 と診断され、当保健セ

ンターで療育指導を行 うことになった。

【考察】

本症例は、両親が国際結婚で、地域 とのつなが りが薄 く、相談相手もなく孤立
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し、障害についての知識や理解がないままに経過 したケースである。当保健セ

ンターでは、両親に対 して、障害についての理解を促 し、保育所 と連携をとり

なが ら、本児および家族への相談支援を行 うことになった。今後は、就学に備

えて、教育委員会や生活相談員 との連携が重要になると思われるケースである。

6.お わ りに

2010年8月 か ら始 まった芦屋市療育支援相談の、2010年 度および2011年 度の相談事例

を集計 し、その動向を解析 した。

相談事例の大半は発達障害 と知的障害で占められていたが、特 に発達障害はわが国で

は近年著増傾向にあ り、教育現場などさまざまな場面でその対応に迫 られている。

発達障害 とは、発達障害者支援法においては、「自閉症、アスペルガー症候群その他

の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他のこれに類する脳機能障害

であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」 と定義されているが、障害ご

との特徴がそれぞれ少 しずつ重な り合っている場合 も多 く、年齢や環境によって目立つ

症状が違って くるため、来所 した事例がこの定義の中の どれにあたるのかを明確に分け

て分類することはきわめて困難である。 また、診断された時期 によって診断名が異なる

ことも多い。

昨今、発達障害 という言葉はマスコミに取 り上げられる機会が増えたため、次第に社

会に浸透するようになってきた。 しか し、その本態はなかなか正確には伝わっておらず、

発達障害と診断 された子 どもの保護者の多 くが途方に暮れ、大 きな不安 とともに孤立し

ているのが現状である。

こうした中で、精神科医師、保健師、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士などの医

療専門職 と、心理職、教育関係者、福祉専 門職などが一堂に会 し、情報 を共有 し、障害

への理解 を深めて、今後の支援方針を決定するという芦屋市の療育支援相談の意義は非

常に大 きいと思われる。

また、発達過程にある子 どもの症状、診断はきわめて流動的であるため、経時的な経

過観察が必須であるが、当療育支援相談では、新規相談事例に加 えて、当初支援方針 を

立てることの困難であった事例が、継続事例 として頻繁に相談の場に上げられ、その面

か らも大変有用な支援態勢 といえよう。

さらに、子 どもの場合には、保育所から小学校、小学校から中学校へ といった進学と

いう問題があ り、 また、障害のある子 どもには、普通学校から特別支援学校への転校 と

い う問題が常 に存在する。こうした就学上の諸問題に対 して も、当療育支援相談では、

保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援教育センターなどの担当者が参加 している
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ために、スムーズな連携 を図るための検討 を行うことがで きた。

一方、中学生の相談事例が非常に少ないことが 目立った。その原因はどこにあるのか。

当センターと中学校 との連携に問題があるのか、単なる広報上の問題なのか、療育上の

問題を有する中学生の相談が他機関に流れているからなのか、 さまざまな視点か らの検

討が必要だと思われた。
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